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安全・安心な島根づくり活動支援助成金交付要綱 

（災害防止及び災害復旧活動支援助成金） 

 

（目的）  

第１条 安全・安心な島根づくり活動支援助成金は、島根県内の土木技術者等からな

る民間団体が実施する危険箇所の点検、災害防止施設の点検、災害時の復旧工事への

支援などの活動に対して助成を行うことにより、災害に強い県土づくりに資すること

を目的とする。  

 

（交付対象団体）  

第２条 交付対象団体は民間団体で次の要件を満たす団体とする。  

（１）主として土木技術者で組織化されていること。  

（２）営利を目的としていないこと。  

（３）規約、活動計画等により継続して活動していること。  

 

（交付対象事業）  

第３条 交付対象事業は、建設技術の知識と経験を生かし、災害を未然に防ぐ活動、

復旧事業への支援、防災意識の啓発活動等の次に掲げる事業とする。  

（１）行政の支援要請を受けて行う点検活動、災害復旧援助活動  

（２）災害防止のための啓発・広報活動  

（３）災害防止、災害復旧のための研修活動  

（４）地域住民等と連携した災害防止、災害復旧活動  

（５）その他災害防止及び災害復旧支援と認められる活動  

 

（事業の選考及び選考委員会）  

第４条 助成金交付事業は、安全・安心な島根づくり活動支援助成金選考委員会（以

下、「選考委員会」という。）において選考する。  

２ 選考委員会は、理事長及び理事長が委嘱する者をもって組織する。  

 

（助成金）  

第５条 助成金は一事業について５０万円を上限とする。  

２ 助成金は予算の範囲内で交付する。  

 

（助成対象経費）  

第６条 助成対象経費は、事業の実施に直接必要な経費のうち下記に掲げるものとす

る。なお、飲食費は対象としない。  

（１）交通費、宿泊費 

（２）備品、機器、書籍、消耗品等の購入費  

（３）会議室、車両等の賃借料  
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（４）配付資料、報告書等の印刷費  

（５）電話料金、郵便料金、宅配費等の通信運搬費  

（６）保険料  

（７）その他選考委員会が適当と判断した経費 - 2 -  

 

（助成金交付申請）  

第７条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに助成金交付申請

書（様式第１号）を提出するものとする。  

２ 前項の場合、一の者につき一の申請書とする。  

 

（助成金交付決定）  

第８条 選考委員会において適当と認められた助成金交付事業については、助成金の

額を決定し通知する。  

 

（助成金確定請求）  

第９条 前条の通知を受けた交付決定団体が助成金の交付を受けようとする場合は、

事業完了後１か月以内に確定請求書（様式第２号）を提出するものとする。ただし、

事業完了後に前条の通知を受けた場合は、当該通知の日から１か月以内に提出するも

のとする。  

 

（事業実施報告）  

第１０条 前条の助成金確定請求書を提出する場合は、事業実施報告書（様式第３号）

を併せて提出しなければならない。 

  

（助成金の額の確定）  

第１１条 第９条の規定により助成金確定請求書の提出があった場合は、決定額の範

囲内で助成金の額を確定し通知する。  

（関係書類の保存）  

 

第１２条 交付決定団体は、助成金交付事業の収支に係る帳簿等の関係書類を整備し、

事業完了後５年間これを保管しなければならない。 

  

（附則）  

この要綱は、平成２３年５月９日から施行する。  

（附則）  

この要綱は、平成２４年７月２０日から施行する。 

（附則）  

この要綱は、令和４年４月２１日から施行する。 
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様式第１号 

 

令和  年度 安全・安心な島根づくり活動支援助成金交付申請書 

 

                                                 令和  年  月  日 

 

 

 公益財団法人島根県建設技術センター 理事長様 

 

                     グループ・団体名 

                     代表者名                                      印 

 

 

  下記の資料を添えて助成金の交付を申請します。 

 

申請額  金        円 

 

                                    記 

 

１．添付書類 

（１）令和 年度の活動計画（事業名・実施予定地・参加予定人員・活動内容） 

 

（２）令和 年度の活動に関する収支予算書（助成金を充当する事業を明記のこと。） 

 

（３）過去の活動の概要（３カ年程度） 

 

 

２． 担当者連絡先 

       住 所 

             氏 名 

             電 話 

       F A X     

               E メール 
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様式第２号 

                                                         令和  年  月  日 

 

令和  年度 安全・安心な島根づくり活動支援助成金 

    確定請求書 

 

 公益財団法人島根県建設技術センター 理事長様 

 

                     グループ・団体名 

                     代表者名                                      印 

 

 助成金の確定を受けたいので、交付要綱第９条の規定により請求します。 

 また、確定額を下記の口座へ振り込んでください。 

 

記 

 

 １ 助成金交付事業の名称 

 

 ２ 確定請求金額        金        円 

 

 ３ 振込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

                  銀 行 

 

                      農 協 

 

 

                                 

              支 店 

 

                         支 所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通 ・ 当座 

 

 

口座番号 

 

 

 

 

 

口座名義 

 

 

 

 

 

（フリガナ） 

 

 

 

口座名義人 

 

 

 

 

 

 

 

       ※口座名義は、正確に記入してください。 
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様式第３号 

                                                        令和  年  月  日 

 

        令和  年度 安全・安心な島根づくり活動支援助成金 

   事業実施報告書 

 

 公益財団法人島根県建設技術センター 理事長様 

 

                     グループ・団体名 

                     代表者名                                      印 

 

 

事 業 実 施 報 告 書                

 

   下記のとおり事業が完了したので、交付要綱第１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

 １ 事業費総額       金             円 

 

 

 ２ 交付決定額       金               円 
 

 

 ３ 事業名 

 

 

 ４ 事業内容（写真を添付してください） 

 (1) 事業の概要 

 

 

 (2) 事業の成果 
 

 

 


